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令和７年矢板市議会定例会第４０６回定例会議提出議案 

 

議案第 １ 号 令和７年度矢板市一般会計補正予算（第５号）・・・・・・P 1 

議案第 ２ 号 令和７年度矢板市一般会計補正予算（第６号）・・・・・・P 1 

議案第 ３ 号 令和７年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算・・・・・P 1 

       （第２号） 

議案第 ４ 号 令和７年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算・・・・P 1 

       （第２号） 

議案第 ５ 号 矢板市行政組織条例の一部改正について・・・・・・・・・P 2 

議案第 ６ 号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利・・P 7 

       用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人 

情報の提供に関する条例の一部改正について 

議案第 ７ 号 矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動の・・P12 

       公費負担に関する条例の一部改正について 

議案第 ８ 号 矢板市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一・・P17 

部改正について        

議案第 ９ 号 矢板市一般旅券印紙等購買基金条例の一部改正について・・P20 

議案第１０号 矢板市都市計画税条例の一部改正について・・・・・・・・P23 

議案第１１号 矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運・・P25 

営に関する基準を定める条例等の一部改正について 

議案第１２号 矢板市火入れに関する条例の一部改正について・・・・・・P33 

議案第１３号 矢板市水道事業給水条例及び矢板市下水道条例の一部改・・P36 

       正について 

議案第１４号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について・・・・・・P40 



議案第１５号 矢板市学童保育館の指定管理者の指定について・・・・・・P42 

議案第１６号 木幡北山はつらつ館の指定管理者の指定について・・・・・P43 

議案第１７号 矢板市八方ヶ原交流促進センターの指定管理者の指定に・・P44 

 ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１号 令和７年度矢板市一般会計補正予算（第５号） 

議案第２号 令和７年度矢板市一般会計補正予算（第６号） 

議案第３号 令和７年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第４号 令和７年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（以上別冊） 
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議案第５号 

 

   矢板市行政組織条例の一部改正について 

 

 矢板市行政組織条例の一部を改正する条例を、別紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

矢板市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

矢板市行政組織条例（平成２２年矢板市条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、次の部、局及び事務所を

置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、次の部  及び事務所を

置く。 

総合政策部 総合政策部 

    総務部 

市民福祉部 健康福祉部 

      市民生活部 

経済産業部 経済部   

建設環境部 

生活環境局 

建設部   

      

上下水道事務所 上下水道事務所 

 別表を次のように改める。 
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別表（第２条関係） 

部、局及び事務所 事務分掌 

総合政策部 ⑴ 市政策の企画及び総合調整に関すること。 

⑵ 市の将来像を示した総合的な計画に関すること。 

⑶ 統計に関すること。 

⑷ 情報政策に関すること。 

⑸ 特命に関すること。 

⑹ 秘書に関すること。 

⑺ 広報広聴に関すること。 

⑻ 議会及び行政一般に関すること。 

⑼ 文書及び例規に関すること。 

⑽ 組織の機構及び人事に関すること。 

⑾ 財政に関すること。 

⑿ 財産の管理に関すること。 

⒀ 入札の管理に関すること。 

⒁ 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医

療保険料に関すること。 

  市民福祉部 ⑴ 社会福祉に関すること。 

⑵ 高齢者福祉に関すること。 

⑶ 介護保険に関すること。 

⑷ 児童福祉及び母子保健に関すること。 

⑸ 子育て支援に関すること。 

⑹ 健康増進に関すること。 
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⑺ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。 

 ⑻ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 

⑼ 国民年金に関すること。 

経済産業部 ⑴ 農業及び水産に関すること。 

⑵ 林業に関すること。 

⑶ 商業、工業及び労働に関すること。 

⑷ 観光に関すること。 

建設環境部 ⑴ 道路及び河川に関すること。 

⑵ 建築及び住宅政策に関すること。 

⑶ 都市計画に関すること。 

⑷ 公園及び緑地に関すること。 

⑸ 土地区画整理に関すること。 

⑹ 公共交通に関すること。 

⑺ 地籍調査に関すること。 

  生活環境局 ⑴ 放射性物質に汚染された廃棄物の処理と土壌等の除染

に関すること（総括）。 

⑵ 指定廃棄物最終処分場に関すること。 

⑶ 消防及び防災に関すること。 

⑷ 生活環境の保全に関すること。 

⑸ 公害に関すること。 

⑹ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

⑺ 交通安全に関すること。 

⑻ 消費者の保護に関すること。 
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⑼ 防犯に関すること。 

  上下水道事務所 ⑴ 浄化槽に関すること。 

⑵ ハッピーハイランド矢板排水処理に関すること。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の 

一部改正について 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を、

別紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年矢板市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

  別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１・２ 略 

３ 市 略 略 

 長  略 

     健康保険法（大正

１１年法律第７０

号）、船員保険法

（昭和１４年法律

第７３号）、私立

学校教職員共済法

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１・２ 略 

３ 市 略 略 

 長  略 

     国 民 健康保険 法

（昭和３３年法律

第１９２号）によ

る医療に関する給

付の支給又は保険

料の徴収に関する
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（昭和２８年法律

第２４５号）、国

家公務員共済組合

法（昭和３３年法

律第１２８号）、

国民健康保険法

（昭和３３年法律

第１９２号）、地

方公務員等共済組

合法（昭和３７年

法律第１５２号）

又は高齢者の医療

の確保に関する法

律（昭和５７年法

律第８０号）によ

る資格の認定、医

療に関する給付の

支給又は保険料の

徴収に関する情報

（以下「医療保険

給付関係情報」と

いう。）で規則で

定めるもの 

   

情報で規則で定め

るもの 
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４～２０ 略 

２１  略 略 

市長  医療保険給付関係

情報        

          

          

   で規則で定

めるもの 

２２  略 略 

   市長  医療保険給付関係

情報＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿で規則で定

  高齢者の医療の確

保に関する法律

（昭和５７年法律

第８０号）による

医療に関する給付

の支給又は保険料

の徴収に関する情

報で規則で定める

もの 

４～２０ 略 

２１  略 略 

市長  国民健康保険法に

よる医療に関する

給付の支給又は保

険料の徴収に関す

る情報で規則で定

めるもの 

２２  略 略 

   市長  国民健康保険法に

よる医療に関する

給付の支給又は保

険料の徴収に関す

る情報で規則で定
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めるもの 

   ２３  略 略 

市長  略 

  略 

  略 

  医療保険給付関係

情報＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿で規則で定

めるもの 

   

 

 

 

 

 

 

２４～３７ 略 
 

めるもの 

   ２３  略 略 

市長  略 

  略 

  略 

  国民健康保険法に

よる医療に関する

給付の支給又は保

険料の徴収に関す

る情報で規則で定

めるもの 

  高齢者の医療の確

保に関する法律に

よる医療に関する

給付の支給又は保

険料の徴収に関す

る情報で規則で定

めるもの 

２４～３７ 略 
 

  
   附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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議案第７号 

 

   矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動の公費負担に関 

する条例の一部改正について 

 

 矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例を、別紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

   矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例 

 

 矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成１９年矢板市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第６条 矢板市議会議員及び矢板市長の

選挙における候補者は、８円３８銭に

選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成

枚数が、法第１４２条第１項第６号に

定める枚数を超える場合には、同号に

定める枚数）を乗じて得た金額の範囲

内で、選挙運動用ビラを無料で作成す

ることができる。この場合において

は、第２条ただし書の規定を準用す

る。 

 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担額

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第６条 矢板市議会議員及び矢板市長の

選挙における候補者は、７円７３銭に

選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成

枚数が、法第１４２条第１項第６号に

定める枚数を超える場合には、同号に

定める枚数）を乗じて得た金額の範囲

内で、選挙運動用ビラを無料で作成す

ることができる。この場合において

は、第２条ただし書の規定を準用す

る。 

 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担額
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及び支払手続） 

第８条 市は、候補者（前条の規定によ

る届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビ

ラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

た選挙運動用ビラの１枚当たりの作成

単価（当該作成単価が８円３８銭を超

える場合には、８円３８銭）に当該選

挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第１４２条第１項第６号に

定める枚数の範囲内のものであること

につき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、

委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第６条後段において

準用する第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該ビラの

作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対

し支払う。 

 

 （選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続） 

及び支払手続） 

第８条 市は、候補者（前条の規定によ

る届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビ

ラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

た選挙運動用ビラの１枚当たりの作成

単価（当該作成単価が７円７３銭を超

える場合には、７円７３銭）に当該選

挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第１４２条第１項第６号に

定める枚数の範囲内のものであること

につき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、

委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第６条後段において

準用する第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該ビラの

作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対

し支払う。 

 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続） 
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第１１条 市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方である

ポスターの作成を業とする者に支払う

べき金額のうち、当該契約に基づき作

成された選挙運動用ポスターの１枚当

たりの作成単価（当該作成単価が、５

８６円８８銭に当該選挙におけるポス

ター掲示場の数を乗じて得た金額に３

１６，２５０円を加えた金額を当該選

挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額（１円未満の端数がある場

合には、その端数は、１円とする。以

下「単価の限度額」という。）を超え

る場合には、当該単価の限度額）に当

該選挙運動用ポスターの作成枚数（当

該候補者を通じて当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、委員会が

定めるところにより、当該候補者から

の申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第

９条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に

第１１条 市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方である

ポスターの作成を業とする者に支払う

べき金額のうち、当該契約に基づき作

成された選挙運動用ポスターの１枚当

たりの作成単価（当該作成単価が、５

４１円３１銭に当該選挙におけるポス

ター掲示場の数を乗じて得た金額に３

１６，２５０円を加えた金額を当該選

挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額（１円未満の端数がある場

合には、その端数は、１円とする。以

下「単価の限度額」という。）を超え

る場合には、当該単価の限度額）に当

該選挙運動用ポスターの作成枚数（当

該候補者を通じて当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、委員会が

定めるところにより、当該候補者から

の申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第

９条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に
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限り、当該ポスターの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該ポスター

の作成を業とする者に対し支払う。 

限り、当該ポスターの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該ポスター

の作成を業とする者に対し支払う。 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の矢板市議会議員及び矢板市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示され

る選挙について適用し、この条例の施行の日の前までにその期日を告示された選

挙については、なお従前の例による。 
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議案第８号 

 

   矢板市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について 

 

 矢板市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を、別

紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

矢板市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する

条例 

 

矢板市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和４年矢板市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（損害賠償責任の一部免責） （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市は、市長等の市に対する損害

を賠償する責任を、市長等が職務を行

うにつき善意でかつ重大な過失がない

ときは、市長等が賠償の責任を負う額

から、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１７３条の５第１項

第１号に規定する普通地方公共団体の

長等の基準給与年額に、次の各号に掲

げる市長等の区分に応じ、当該各号に

定める数を乗じて得た額を控除して得

た額について免れさせるものとする。 

第２条 市は、市長等の市に対する損害

を賠償する責任を、市長等が職務を行

うにつき善意でかつ重大な過失がない

ときは、市長等が賠償の責任を負う額

から、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１７３条第１項第１

号＿＿に規定する普通地方公共団体の

長等の基準給与年額に、次の各号に掲

げる市長等の区分に応じ、当該各号に

定める数を乗じて得た額を控除して得

た額について免れさせるものとする。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

附 則 
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 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第

１条第３号に定める日から施行する。 
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議案第９号 

 

   矢板市一般旅券印紙等購買基金条例の一部改正について 

  

矢板市一般旅券印紙等購買基金条例の一部を改正する条例を、別紙のように定め

る。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳     
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矢板市条例第  号 

 

矢板市一般旅券印紙等購買基金条例の一部を改正する条例 

 

矢板市一般旅券印紙等購買基金条例（平成２４年矢板市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

矢板市一般旅券収入印紙購 

買基金条例 

 

矢板市一般旅券印紙等購買 

基金条例 

 

（設置） （設置） 

第１条 一般旅券発給業務に係る収入印

紙＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ の売りさばきに関する 

事務を行うため、矢板市一般旅券収入

印紙購買基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

第１条 一般旅券発給業務に係る収入印

紙及び栃木県収入証紙（以下「印紙

等」という。）の売りさばきに関する

事務を行うため、矢板市一般旅券印紙

等購買基金 （以下「基金」とい

う。）を設置する。 

 

（収入印紙の購入計画） （印紙等 の購入計画） 

第４条 市長は、収入印紙の売りさばき

状況を常に勘案し、適正な収入印紙の

第４条 市長は、印紙等 の売りさばき

状況を常に勘案し、適正な印紙等 の
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購入計画を立てなければならない。 購入計画を立てなければならない。 

  附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 

 

   矢板市都市計画税条例の一部改正について 

  

矢板市都市計画税条例の一部を改正する条例を、別紙のように定める。  

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

矢板市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

矢板市都市計画税条例（昭和３５年矢板市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

大字名 課税区域 

略 

矢板 略 

富田 富田のうち別に

定める地番の区

域 

略 
 

大字名 課税区域 

略 

矢板 略 

 

 

 

 

略  
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１号 

 

   矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例等の一部改正について 

 

 矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例を、別紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳    
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矢板市条例第  号 

 

矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例 

 

（矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 矢板市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年矢板市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０第１項

各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては

認定こども園法第２７条の２第１項各

号、幼稚園である特定教育・保育施設

の職員にあっては学校教育法第２８条

第２項において準用する認定こども園

法第２７条の２第１項各号）に掲げる 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０各号  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

             に掲げる 
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行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

 （矢板市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 矢板市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年矢板市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２ 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、児童相談所等における

乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断が行わ 
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条又は第１３条に規定する健康診査を

いう。同表において同じ。）（以下こ

の項において「健康診断等」とい

う。）が行われた場合であって、当該

健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げる

健康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。この場合において、家庭

的保育事業者等は、それぞれ同表の左

欄に掲げる健康診断等の結果を把握し

なければならない。 

児童相談所等にお

ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」

という。）の利用

開始前の健康診断 

利用乳幼児に対す

る利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健

康診査 

利用開始時の健康

診断、定期の健康

診断又は臨時の健

康診断 

 
 
３・４ 略 

れた場合であって、当該健康診断が利

用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断の全部又は一部に相当すると認めら

れるときは、利用開始時の健康診断の

全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事

業者等は、児童相談所等における乳幼

児の利用開始前の健康診断の結果を把

握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ 略 
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（職員） 

第２３条 略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項

第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修

（市長が指定する県知事その他の機関

が行う研修を含む。）を修了した保育

士若しくは栃木県の区域に係る法第１

８条の２９に規定する地域限定保育士

（以下これらを「保育士」という。） 

又は保育士と同等以上の知識及び経験

を有すると市長が認める者であって、

次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

⑴・⑵ 略 

３ 略 

（職員） 

第２３条 略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項

第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修

（市長が指定する県知事その他の機関

が行う研修を含む。）を修了した保育

士                 

                   

                  

又は保育士と同等以上の知識及び経験

を有すると市長が認める者であって、

次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

⑴・⑵ 略 

３ 略 

 （矢板市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 矢板市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年矢板市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 
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（職員） 

第１０条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。 

⑴ 保育士（栃木県が法第１８条の２

７第１項に規定する認定地方公共団

体である場合には、保育士又は栃木

県の区域に係る法第１８条の２９に

規定する地域限定保育士）の資格を

有する者 

⑵～⑽ 略 

４・５ 略 

 

（虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える 

（職員） 

第１０条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。 

⑴ 保育士                 

                   

                  

                  

             の資格を

有する者 

⑵～⑽ 略 

４・５ 略 

 

（虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える 
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行為をしてはならない。 行為をしてはならない。 

（矢板市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第４条 矢板市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年矢板市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所

には、保育士（栃木県が法第１８条の

２７第１項に規定する認定地方公共団

体である場合には、保育士又は栃木県

の区域に係る法第１８条の２９に規定

する地域限定保育士         

                  

（虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所

には、保育士（国家戦略特別区域法

（平成２５年法律第１０７号）第１２

条の５第５項に規定する事業実施区域

内にある一般型乳児等通園支援事業所

にあっては、保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育 
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 。以下この条において同じ。）その

他乳児等通園支援に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した者（以下この条に

おいて「乳児等通園支援従事者」とい

う。）を置かなければならない。 

２・３ 略 

士。以下この条において同じ。）その

他乳児等通園支援に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した者（以下この条に

おいて「乳児等通園支援従事者」とい

う。）を置かなければならない。 

２・３ 略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号 

 

   矢板市火入れに関する条例の一部改正について 

 

 矢板市火入れに関する条例の一部を改正する条例を、別紙のように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳   
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矢板市条例第  号 

 

矢板市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

矢板市火入れに関する条例（昭和６０年矢板市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（許可の要件） 

第３条 市長は、当該申請に係る火入れ

が次の各号の全て に該当する場合で

なければ許可をしてはならない。 

⑴・⑵ 略 

 

（許可後における指示） 

第５条 市長は、火入れの許可をした後

において延焼その他危害の発生のおそ

れが生じたときは、森林法第２１条の

規定に基づき火入れの差止め 又は火

入れの方法若しくは期日の変更その他

必要な指示を行うことができる。 

 

（許可の要件） 

第３条 市長は、当該申請に係る火入れ

が次の各号のすべてに該当する場合で

なければ許可をしてはならない。 

⑴・⑵ 略 

 

（許可後における指示） 

第５条 市長は、火入れの許可をした後

において延焼その他危害の発生のおそ

れが生じたときは、森林法第２１条の

規定に基づき火入れの差し止め又は火

入れの方法若しくは期日の変更その他

必要な指示を行うことができる。 
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（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火

入れの許可の期間中であつても、強風

注意報、乾燥注意報若しくは林野火災

に関する注意報が発表され、又は火災

警報が発令された場合には、火入れを

行つてはならない。 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火

入れの許可の期間中であつても、強風

注意報、異常乾燥注意法＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿又は火災

警報が発令された場合には、火入れを

行つてはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等に

よつて他に延焼するおそれがあると認

められる場合＿又は強風注意報、乾燥

注意報  若しくは林野火災に関する

注意報が発表され、若しくは火災警報

が発令された場合には、速やかに消火

しなければならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等に

よつて他に延焼するおそれがあると認

められるとき、又は強風注意報、異常

乾燥注意報若しくは＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿火災警報

が発令されたときは＿、速やかに消火

しなければならない。 

附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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議案第１３号 

 

   矢板市水道事業給水条例及び矢板市下水道条例の一部改正について 

 

 矢板市水道事業給水条例及び矢板市下水道条例の一部を改正する条例を、別紙の

ように定める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 
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矢板市条例第  号 

 

矢板市水道事業給水条例及び矢板市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 （矢板市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 矢板市水道事業給水条例（平成１０年矢板市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（工事の施行） （工事の施行） 

第８条 給水装置工事は、管理者又は管

理者が法第１６条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業

者」という。）が施行する。ただし、

災害その他非常の場合において、管理

者が他の水道事業者（法第３条第５項

に規定する水道事業者をいう。以下こ

の項において同じ。）又は他の水道事

業者が法第１６条の２第１項の指定を

した者が給水装置工事を施行する必要

があると認めるときは、この限りでな

い。 

第８条 給水装置工事は、管理者又は管

理者が法第１６条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業

者」という。）が施行する。 
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２～４ 略 ２～４ 略 

 （矢板市下水道条例の一部改正） 

第２条 矢板市下水道条例（平成２年矢板市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（排水設備等の工事の実施） （排水設備等の工事の実施） 

第７条 排水設備等の新設等の工事は、

規程で定めるところにより、管理者が

指定した排水設備指定工事店（以下

「指定工事店」という。）でなければ

施行することができない。ただし、災

害その他非常の場合において、管理者

が他の公共下水道管理者（法第４条第

１項に規定する公共下水道管理者をい

う。）の指定を受けた者に工事を行わ

せる必要があると認めるときは、この

限りでない。 

第７条 排水設備等の新設等の工事は、

規程で定めるところにより、管理者が

指定した排水設備指定工事店（以下

「指定工事店」という。）でなければ

施工することができない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（概算使用料の前納） （概算使用料の前納） 

第２１条 公共下水道を臨時に使用する 第２１条 公共下水道を臨時に使用する
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者は、その都度管理者が定める概算使

用料を前納しなければならない。ただ

し、管理者が前納させる必要がないと

認めたものについては、この限りでな

い。 

者は、そのつど管理者が定める概算使

用料を前納しなければならない。ただ

し、管理者が前納させる必要がないと

認めたものについては、この限りでな

い。 

２ 略 ２ 略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１４号 

 

栃木県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、栃木県

市町村総合事務組合規約の一部を、別紙のとおり変更する。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳     
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栃木県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 

 栃木県市町村総合事務組合規約（平成１８年栃木県指令市町村第１２１２号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第２第４条第４号に掲げる事務の項及び同表第４条第５号に掲げる事務の項

中「栃木市」を「栃木市 佐野市」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１５号 

 

   矢板市学童保育館の指定管理者の指定について 

 

 矢板市学童保育館の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

                  記 

１ 公 の 施 設 の 名 称  矢板市学童保育館（矢板小学童保育館、矢板小第二

学童保育館、東小学童保育館、泉小学童保育館及

び安沢小学童保育館） 

２ 指定管理者となる団体  栃木県矢板市泉５２６番地 

              社会福祉法人矢板市社会福祉協議会 

              会長 福 田 博 光  

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 指 定 管 理 料 の 額  １２５，６９１，０００円 
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議案第１６号 

 

   木幡北山はつらつ館の指定管理者の指定について 

 

 木幡北山はつらつ館の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決

を求める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

                  記 

１ 公 の 施 設 の 名 称  木幡北山はつらつ館 

２ 指定管理者となる団体  東京都豊島区東池袋１－４４－３ 

              池袋ＩＳＰタマビル 

              労働者協同組合労協センター事業団 

              代表理事 藤 田 徹 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 指 定 管 理 料 の 額  ２８，１５０，０００円 
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議案第１７号 

 

   矢板市八方ヶ原交流促進センターの指定管理者の指定について 

 

 矢板市八方ヶ原交流促進センターの指定管理者について、次のとおり指定したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

                  記 

１ 公 の 施 設 の 名 称  矢板市八方ヶ原交流促進センター 

２ 指定管理者となる団体  栃木県宇都宮市西一の沢町８番２２号 

              たかはらの森管理グループ 

              代表者 栃木県森林組合連合会 

              代表理事会長 佐 藤 和 之 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 指 定 管 理 料 の 額  ６５，０００，０００円 
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